
【行路作成】

12． 明け場面での負担を軽減するため、泊まり行路および居流し（ユニット）勤務における
実乗務の充実については、乙ではなく甲の時間で実施するとともに、乙の拘束時間は
甲よりも短い時間となるようにすること。なお、泊まり行路の退勤時刻については、
正午を超えないようにすること。

13． 乗務員の負担軽減のため、前泊が必要となる行路を解消するとともに、朝7時以前に
勤務開始となる日勤行路を削減すること。なお、居流し（ユニット）勤務については
泊まり行路化を推進すること。

14． 乗務員の眠気防止のため、睡眠を目的とする乗務の中断については、運転士・車掌
ともに就寝から起床までを4時間30分以上確保するとともに、入浴および身支度を整え
る時間についても十分に確保した行路を作成すること。

15． 運転士の睡眠時間を拡大するため、構内運転士への出区点検の移管を推進すること。

16． 運転士の睡眠時間を拡大するため、車両留置箇所における手歯止めの装着位置に
ついては、移動距離が最短となる位置へと移設すること。

17． 運転士がゆとりを持って業務できる体制を整えるため、幕張車両センターでの出区に
ついては、睡眠時間を現行と同等以上を確保しつつ、入換信号機開通まで余裕をもっ
た出区点検時間を確保すること。

18． 車掌がゆとりを持って業務できる体制を整えるため、行先地において乗務前後にＰＯ
Ｓの受信やタブレットでの確認業務を行うための労働時間Ａの時間を拡大すること。
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